
ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業に係る補助金交付の流れ①

【ＥＰＡによる受入れの場合（インドネシア・フィリピン）】
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（国際厚生事業団）

船橋市

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

１
年
目

（
求
人
申
込
年
度

）

２
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目

（
受
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度

）

事業者
（ＥＰＡ介護福祉士候補者を受け入れる事業所を運営する法人）

雇用開始日（雇用開始日がマッチング翌年度の４月１日以降の場合、交付申請可能）

訪日前日本語研修

（６か月）

訪日後日本語研修

（６か月）

求人登録

要件審査結果通知

求人申込手数料

現地合同説明会参加申込（任意）

現地合同説明会に係る一部負担金

マッチング

成立

現地合同説明会参加（任意）

不合格合格

成立せず

あっせん手数料

雇用契約締結
（マッチング成立から数か月）

候補者来日

滞在管理費

送り出し調整機関に対する手数料等

訪日後日本語研修の一部負担金
（日本語研修機関に支払い）

候補者就労開始

： 費用の支払い

交付申請不可

交付申請不可

補助金交付申請

求人申込年度（１年目）

交付決定通知

補助金の交付

補助金交付申請

受入れ年度（２年目）

交付決定通知

補助金の交付

4か月就業

継続して

就業できず

候補者が、

雇用開始日以降

４か月以上継続して就業

原則、交付申請不可

（専ら候補者の事由により４か月就業

できなかった場合、補助対象と認める

ことがあります。経緯が確認できる書

類を添付して、交付申請をしてくださ

い。）



ＥＰＡ介護福祉士候補者受入事業に係る補助金交付の流れ②

【ＥＰＡによる受入れの場合（ベトナム）】

ＪＩＣＷＥＬＳ
（国際厚生事業団）
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（ＥＰＡ介護福祉士候補者を受け入れる事業所を運営する法人）
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２
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（
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雇用開始日（雇用開始日がマッチング翌年度の４月１日以降の場合、交付申請可能）

求人登録

要件審査結果通知

求人申込手数料

現地合同説明会参加申込（任意）

現地合同説明会に係る一部負担金

現地合同説明会参加（任意）

不合格合格

マッチング

成立

成立せず

あっせん手数料

雇用契約締結
（マッチング成立から数か月）

補助金交付申請

求人申込年度（１年目）

交付決定通知

補助金の交付

訪日後日本語研修

（２．５か月）

候補者来日

滞在管理費

送り出し調整機関に対する手数料

介護導入研修に係る費用

訪日後日本語研修の一部負担金
（日本語研修機関に支払い）

： 費用の支払い

交付申請不可

交付申請不可

候補者就労開始

補助金交付申請

受入れ年度（２年目）

交付決定通知

補助金の交付

4か月就業

継続して

就業できず

候補者が、

雇用開始日以降

４か月以上継続して就業

原則、交付申請不可

（専ら候補者の事由により４か月就業

できなかった場合、補助対象と認める

ことがあります。経緯が確認できる書

類を添付して、交付申請をしてくださ

い。）



技能実習生等介護人材受入事業にかかる補助金交付の流れ
※技能実習生等介護人材…「技能実習生」として、又は在留資格「特定技能」若しくは「介護」をもって在留する外国人

【技能実習生、在留資格「特定技能」、「介護」による受入れの場合】

受入れ調整機関
（監理団体・登録支援機関・

人材紹介業者）
船橋市

受
入
れ
に
か
か
る
手
続

交
付
申
請

事業者
（技能実習生等介護人材を受け入れる事業所を運営する法人）

雇用開始日（雇用開始日がマッチング翌年度の４月１日以降の場合、交付申請可能）

求人登録

： 費用の支払い

4か月就業

継続して

就業できず

技能実習生等介護人材

が、雇用開始日以降

４か月以上継続して就業

交付申請

交付決定通知

補助金の交付

雇用契約締結

受入れにかかる初期費用

※支払のタイミングは受入れ調整機関によって異なりますが、

雇用開始前に発生した経費を補助の対象とします。
（障害福祉サービス事業者が直接各機関に支払った場合も補助対象となりま

原則、交付申請不可

（専ら候補者の事由により４か月就業

できなかった場合、補助対象と認める

ことがあります。経緯が確認できる書

類を添付して、交付申請をしてくださ

い。）


